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後藤國弘議長 
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 【開会＝午後１時 12 分】 

 

ただいまから全員協議会を開催いたします。 

会議に先立ち、報道機関などから傍聴の申し出がありま

したら、これを許可してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と発言する者あり〕 

 

傍聴を許可します。それでは市民病院より報告願います。 

 

羽島市民病院より、地域医療連携推進法人「美濃の国地

域医療リンケージ」への加入についてご説明をさせていた

だきます。お手元の資料をご覧ください。 

背景でございますが、令和４年３月に示された持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガ

イドラインでは、必要な機能分化、連携強化の取り組みに

ついて検討することとされており、その１つの手法として

連携協定や地域医療連携推進法人制度の活用などが挙げら

れております。 

次に、これまでの当院と他の病院との連携につきまして

は、今回の報告にあります松波総合病院との連携のほか、

平成 29 年４月に岐阜大学医学部附属病院とのアライアン

ス協定、令和５年４月に第２期岐阜連携都市圏ビジョンで

の岐阜市民病院との連携がございます。 

このうち、松波総合病院との連携につきましては、主に

医師派遣と診療報酬改定への対応がございます。医師の派

遣につきましては、すでに松波総合病院から当院の救急セ

ンターに当直内科系医師各１名を２週間に１回派遣をして

いただいております。 

診療報酬改定の対応としましては、昨年度から下り搬送

の受け入れを開始しています。 

このような状況の中、松波総合病院との新たな連携とし

て、地域医療連携推進法人「美濃の国地域医療リンケージ」

への加入の手続きを行いました。 

地域医療連携推進法人は、平成 27 年９月に公布された医

療法の一部を改正する法律により創設された制度でござい

ます。 

地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するた

めの病院等にかかる業務の連携を推進するための方針を定

め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事

が認定する制度でございます。 
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後藤國弘議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療連携推進法人「美濃の国地域医療リンケージ」

は、中濃医療圏の美濃市、西濃医療圏の海津市医師会、岐

阜医療圏の社会医療法人蘇西厚生会の３法人、３地域をま

たぐ地域連携推進法人として、岐阜県により令和６年４月

１日に認定をされました。 

同法人では、地域医療連携を図ることで、地域に暮らす

皆様が安心して暮らせるための良質な医療を提供すること

を目的としています。 

実施内容としましては、地域医療の分担及び連携に関す

る事項として、医療提供体制、経営協力、その他自然災害

時、緊急時の相互支援の仕組みづくりなどに関し、同法人

を構成する団体と協議し進めていくことになるものと考え

ております。 

経過及び今後の予定につきましては表のとおりでござい

ます。現在までの状況としましては、11 月６日の加入申し

込み後、昨日 12 月 22 日に地域医療連携推進法人美濃の国

地域医療リンケージ臨時理事会、社員総会、評議会にて、

令和８年１月１日付けでの羽島市の加入が決定をされまし

た。その他の予定としては、岐阜県による定款変更の認可、

岐阜県地域医療構想等調整会議での報告、岐阜県医療審議

会での報告が行われます。 

以上が、地域医療連携推進法人「美濃の国地域医療リン

ケージ」への加入についての説明でございます。 

なお、先ほどもご説明をいたしましたが、今後の実施内

容は、同法人を構成する団体と協議し進めていくことにな

ります。本日は、地域医療連携推進法人「美濃の国地域医

療リンケージ」への加入のご報告のみとさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただいまの報告については、

昨日の総会で決定されたということで、皆さんには昨日第

一報をお知らせしております。 

今後、美濃の国地域医療リンケージの総会等で決定され

たことなどについては適宜議会に報告してくださるようお

願いをいたします。 

今後についてはこれから決まっていくということですの

で、本日は報告のみということになります。質問等ある方

は、個別に病院事務局へお問い合わせください。 

執行部の皆さん、ありがとうございました。退席してい

ただいて結構でございます。 
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後藤國弘議長 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

議会総務課員 

 

 

 

 

〔「１月１日から加入するとのことだが、会費等は発生しな

いのか」と呼ぶ者あり〕 

 

問い合わせは事務局へ個別に行ってください。 

 

〔「予算が提出されてから審議するべき」と呼ぶ者あり〕 

 

〔「加入してから羽島市議会が否決したら相手が困るだろ」

と呼ぶ者あり〕 

 

加入はもう決定しております。費用に関しては予算質疑

でお願いします。 

執行部は退席していただいて結構です。 

 

〔執行部退席〕 

 

それでは羽島市議会ハラスメント防止条例について、議

会運営委員会から報告願います。 

 

ハラスメント条例案についてお話させていただきます。

議会運営委員会では羽島市議会ハラスメント条例について

協議し、条例案を作成いたしました。 

条例案の作成にあたり、執行部が作成する職員向けハラ

スメント条例案と重複している規定の調整、相談体制や事

案の審査体制などの調整等を行い、最終的にこの条例案と

なりました。 

なお、このハラスメントのうち、票ハラスメントについ

ては、市民への責務を課すことで、実効性ある条例とする

のは手続き上課題が多く、票ハラスメントのみが理念条例

となり、ほかのハラスメントとの整合性がなくなり、議員

を守る条例と市民に見られる可能性があることから、票ハ

ラスメントは規定しないこととなりました。この案につい

てご協議願います。 

 

ただいまの報告について事務局より詳細説明願います。 

 

ハラスメント条例の修正に関する資料をご覧ください。

４ページ目までが説明資料で、５ページ目以降が条例案と

なっております。今回は４ページ目までの資料に沿ってご

説明をさせていただきます。それでは１ページ目お願いし

ます。 
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今回の修正案は大きく３点になりまして、１点目がまず

11 月中旬に、執行部から執行部条例案の素案の提供があり

ましたので、それに伴う議会条例と執行部条例の重複する

部分の修正。２点目が理念に関する記述の追加、修正、削

除。３点目が、６月に全員協議会で協議していただいたと

きに指摘があった部分の修正になります。 

まず、１点目、執行部条例と重複する部分の修正につい

てご説明いたします。１ページ目の図をご覧ください。 

こちらの図が修正前のハラスメント事案への対応の流れ

になります。修正前は議員が関係するハラスメント等は、

議員が加害者、被害者になる場合に関わらず、また、議員

と職員の区別なく、すべて議会側で設置した相談窓口に相

談していただく形としておりました。 

その後のハラスメントの調査、認定もすべて議会側で行

う形としておりました。この形を２ページ目の図のとおり

に修正いたしました。 

まず上段の図について、こちらは議員が加害者で職員が

被害者の場合になります。この場合、職員は執行部の条例

で設置する相談窓口か、執行部の職員で構成する審議委員

会に相談します。 

相談を受けた窓口もしくは審議委員会は、通常の職員間

のハラスメントであればこの段階で調査を行いますけれど

も、議員が行為者の場合は調査をせずに相談があったこと

を市長に報告します。 

報告を受けた市長は、議長に対して議会側の条例で議員

のハラスメント行為を調査するように依頼をします。 

その後の流れは以前ご説明したとおり、まず議員で構成

する対策委員会で調査・認定を行って、その結果に当事者

が不服を申し立てた場合は、第三者で組織する審査会へ諮

問する流れになります。 

次に下段の図について、議員が相談者で職員や市長等が

行為者の場合、基本的には先ほどのケースの逆になりまし

て、まず議員は議会事務局に相談します。 

相談窓口は、当該事案について事実関係の聴取を行わず

に、そのまま議長に報告。報告を受けた議長は、市長に対

して適切に処理するように依頼。依頼を受けた市長は、ま

ず執行部の職員で組織する審議委員会に調査をさせた後

に、議員が被害者の場合は必ず第三者審査会に諮問をする。 

このように加害者側の条例でハラスメントの調査・認定

を行う形になるように住み分けをいたしまして、条例案を

修正しております。 
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後藤國弘議長 

 

なお、執行部と議会で条例を分けているのは各務原市も

あるんですけれども、各務原市も同様の取り扱いをされて

おります。 

次に２点目の説明をしますので３ページ目をお願いしま

す。前回の説明後に議会事務局で出た案を載せさせていた

だいております。 

まず、条例の修正前はメッセージ性が弱かったというこ

とで、条例の前段部分に、赤字で記載したような理念を掲

げる形に修正いたしました。この資料に書いてあるのは票

ハラスメントがあった場合の記載がありますが、議会運営

委員会で票ハラスメントを削除することになったので、そ

の部分に関しては適宜修正をさせていただきます。 

次の黒点については、兵庫県三田市を参考に、議員の責

務を修正しました。最後の黒点についても同じく兵庫県三

田市を参考に、ハラスメントを目撃した場合に注意する努

力規定を追加いたしました。 

４ページ目お願いします。職員の責務は執行部側の条例

で定められることが決まりましたので、重複しないように

議会側の条例からは削除いたしました。 

次の黒点ですけれども、こちらは市民の責務の文言を修

正と書いてあるんですけど、これについても票ハラスメン

トを削除するということで、議会運営委員会で決定しまし

たので、この部分については５ページ以降の条例案には記

載してありません。 

最後、議員から６月に指摘のあった部分の修正なんです

けれども、こちらも票ハラスメントについて限定するべき

ではないかというご意見があったので修正したんですけれ

ども、議会運営委員会で削除することと決まりましたので、

こちらの部分は無視していただいて結構かと思います。 

以上で説明を終わらせていただきますけれども、以前、

議会運営委員会でご質問があった執行部側の条例素案の提

示については、あくまでも素案の段階で、上程されるまで

は素案に過ぎないということで、皆様にお見せできるよう

な段階ではないかなということで、控えさせていただきま

す。 

皆様に関係する部分に関しては、先ほど２ページ目でご

説明させていただいたようなチャートを載せさせていただ

いてますので、こちらをご参照ください。 

 

ただいまの報告について何かご質問がございますか。 
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佐藤議員 

 

 

 

 

 

 

 

議会総務課員 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

 

 

議会総務課員 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

議長がハラスメントを受けた場合にどういった対応にな

っていくのか。議長が議長に報告をするというように条例

案はなっているようですが、イメージを聞かせてください。 

また、SOGI ハラスメントと書いてあるんですけど、この

SOGI が何なのかの定義がここには書かれておりません。こ

の言葉を使うんであれば、SOGI が何なのか分かるようにす

る必要がありますので、よろしくお願いいたします。 

 

まず１点目の議長がハラスメントを受けた場合ですけど

も、この資料の最後の 10 ページ目に、第 15 条「職務代行」

というところがあります。議長が相談者、要は被害者にな

った場合は、副議長がその職務を代行するという形となっ

ております。 

SOGI の定義については、こちらの６ページ目の第３条第

１項第４号に条例上定義していますので、よろしくお願い

します。 

 

SOGI が何なのかということを説明として入れたほうが

いいんじゃないかと思うんですが。 

 

〔「書いてある」と呼ぶ者あり〕 

 

第三者委員会を入れるかどうかという話が論点としてあ

ったと思うんですけど、結局、第三者委員会は特に関係な

いということですね、この書きぶりだと。 

外部の専門家に調査を委託するとか、そういう外部の人

にやってもらうというのは、条文として入っているのか確

認したいんですが。 

 

８ページ目の第 11 条「羽島市議会ハラスメント審査会」

というのが、ご指摘の第三者機関になります。条例上は第

三者に委託するとは書いてないんですけれども、こちらが

いわゆる第三者審査会になります。 

今後、運用規程等を定めていく中で、識見を有するもの

に審査会委員を委嘱するというような書き方を今後してい

くことになるかと思います。 

 

 ほかに何かございますか。 

 

〔発言する者なし〕 
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後藤國弘議長 

 

 

 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

 

 

安井議員 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

議会総務課長 

 

 

 

川柳議員 

それではこのように進めてまいりますので、よろしくお

願いします。 

次に、一般質問通告書等の様式について、議会運営委員

会から報告願います。 

 

議会運営委員会では、一般質問要旨通告書の様式を変更

することになりました。これは先の全員協議会において、

他市の様式等を参考に再度調査研究してほしいとの指摘が

ありましたことから、他市議会の様式等を調べましたとこ

ろ、質問事項の背景や目的などを記載し、質問をより詳細

に記載している市議会が多くありましたので、その様式を

参考に作成いたしました。 

また、議案質疑や委員会質問についても様式を統一し、

分かりやすい議案質疑・委員会質疑連絡票を作成いたしま

した。 

これらの様式は、傍聴者など市民に分かりやすい様式と

しましたので、よろしくご検討願います。 

 

ただいまの報告について、何かご質問等ございますか。 

 

代表質問ではない方は会派名を書くことになるんです

か。私としては代表質問じゃない方も会派名を書いてもい

いんじゃないかと思っているんですが。 

代表質問じゃない方に関しても、会派に所属してる方に

ついては会派名を記載する運用にしたらどうかっていう質

問です。 

 

代表かその他に丸つけるだけであって、会派名は書けば

いいんじゃないですか。このままでいいと思うんですけれ

ども。 

 

書くということでやっていただきたいと思います。 

あと、１回目から５回目まで答弁を求める者の記載欄が

ありますが、１つの質問で２人が答弁されるケースはどう

いう風に記載していくイメージなんですか。 

 

記載例が次のページにありますが、答弁を求める者を書

いていただければ。２人求めたければ２人書いていただく

のは自由です。 

 

頂いた答弁に対する質問はどうやって書けばよろしいで
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議会総務課長 

 

 

 

川柳議員 

 

 

議会総務課長 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

南谷清司議員 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

後藤國弘議長 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

しょうか。 

 

その辺りのやり方は今までどおりだと思うんですけれど

も、基本的には聞きたいことはすべて書いていただく形に

なります。 

 

頂いた答弁によって質問したいことが生じる場合の対応

をどうしたらいいかということです。 

 

基本的には事前通告制になりますので、その運用は変わ

ってません。 

 

「議案質疑・委員会質疑連絡票」の関係ですが、事務局

にメールを出して連絡してきたこれまでのやり方と違っ

て、この様式そのものを出さないといけないということに

なると思います。 

この票の質疑の種類を指定するところで、「その他」が何

を指しているのか記載する欄がないので、却って分かりに

くくなると思うんですが。 

 

 「その他」の後に書ける欄を設けるということで。 

 

一般質問ですが、資料の配布やモニター使用に丸をつけ

る欄がありますよね。通告書の締め切りまでに資料も出し

て、それ以降修正はできないという理解でいいですか。 

 

基本的にはそういう形にしていただきたいと思います。

あまり決めてしまうのもよくないので。 

例えば提出していただいた資料が不適切なものであった

りした場合には、修正を願うことはあります。 

 

資料配布しない人が圧倒的に多いので、資料配布をする

人が「有」と書くだけでいいんじゃないかと思うんですが。 

 

丸をつけてください。 

 

連絡票について、１回目、２回目、３回目と質問数が記

載されていますが、委員会の質問って３回以上できますよ

ね。 

あと、今まではメールで簡単に聞けたのに、すごい手間

になる気がするんですが、お考えをお聞かせください。 
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後藤國弘議長 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

豊島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

議会総務課長 

 

 

南谷清司議員 

 

後藤國弘議長 

 

南谷清司議員 

 

 

 

藤川議員 

 

この様式に質問事項を打ち込んでメールで送ってもらえ

ばいいと思います。 

 

質問事項ごとにファイルができて結構なボリュームにな

るわけですよ。今まで１つのメールに 15 項目を並べて書く

だけでよかったのが、枚数が増えそうで気になります。 

 

議会運営委員会でも審議しましたが、内容をしっかりと

書くという指導的な面があります。また、これまでも質疑

や委員会は質問の内容を執行部に通告していました。 

さらに、委員会の質問数も３回という申し合わせがあり

ます。ページ数のことを言われますが、今までも質問数に

よっては増えていましたから。内容を書かないと執行部が

分からないじゃないですか。質問項目が多ければ枚数が多

くなるのは当然だと思います。 

 

なぜ鑑文書と質疑の内容を別々に記載するのかよく分か

らないんですよ。 

特定の件に関して補助金や助成金が色々ある場合、何ペ

ージの何についてと特定して順番に聞いていくので、この

フォーマットは分かりにくいです。 

あと、委員会質疑に３回限定というルールはなかった気

がするんですが。 

 

〔「委員会ではなく議場の質疑」と呼ぶ者あり〕 

 

 でも様式は委員会質疑を兼ねていますよね。 

 

本会議での質疑については３回ですが、委員会は４回目、

５回目と足して書いてもらえば大丈夫です。 

 

メールで事務局に送るという解釈でいいですか。 

 

 そうなります。 

 

事務局で仕分けをして担当課に配布されるということで

すね。私たちは楽になりますが、かなりの手間だと思いま

す。それでやるということであればそれでいいですが。 

 

やってみないと分からない部分はあると思うんですが、
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後藤國弘議長 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

議会総務課員 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

佐藤議員 

いつからやるという話も決めないと。 

不慣れなこともあるので、最初の１回目は寛容な対応を

お願いしたいと思います。 

 

 やってみるということでよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 いつから始めますか。 

 

〔「次回から」と呼ぶ者あり〕 

 

次回の３月議会からでよろしいですか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

細かいことですが、議案質疑を事務局にいただいても事

務局で振り分けはしてないです。全部総務課に渡して、総

務課が掲示板に貼り付けるんです。総務課も仕分けはして

ないので、そこで困ることはないかなと思います。 

 

最初に発言した連絡表の「その他」については、かっこ

欄を設けるやり方でいいですか。 

 

そのように修正します。 

次に、一般質問の質疑応答方式について、議会運営委員

会から報告願います。 

 

一般質問の質疑応答の方式としまして、いくつかの方式

がございます。委員会で協議し、羽島市議会における方式

は、完全な一問一答方式に変更することに決定しました。 

現在は各標題の第１項目の質問を演壇で行い、その後は

質問席で行っておりますが、変更後は１題目の第１項目の

み演壇で質問し、質問席で残りの質問を行うものです。 

 

今回変更するきっかけは何ですか。 

 

傍聴者の分かりやすさを考慮しました。 

 

 

バリエーションとして方式を選べるという方法はいかが
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南谷佳寛議会運

営委員長 

 

佐藤議員 

 

 

 

藤川議員 

 

 

 

 

川柳議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

 

 

 

 

近藤議員 

 

議会総務課長 

 

 

近藤議員 

 

 

 

 

堀議員 

 

ですか。 

 

そうなると傍聴者は混乱しますので、どちらかで決めた

ほうがいいと思い、提案させていただきます。 

 

「分割方式」についてはどういう意見が出ていましたか。

一問一答方式だと指名の回数が増えるので、分割方式は時

間の節約になるメリットがあると思っています。 

 

傍聴者、そして議員にも分かりやすくするという点では、

完全一問一答方式のほうがメリットがあると思います。分

割方式は質問数が多いと聞いていて分かりにくい面が出て

きてしまうんじゃないかなという思いがあります。 

 

登壇席でも図表や写真等の資料は使えるということでい

いですか。 

 

 使えますが、登壇席では表題１のものにしてください。

分かりやすくなると思うので、３月議会からこの方式でお

願いいたします。 

反論権について、議会運営委員会から報告願います。 

 

議会運営委員会では反論権について協議し、執行部が議

員提案の議案などに対する質問を可能とする取り扱いに変

更することとなりました。 

反論権については、名称を「議員提案事件への質問権」

とし、反問権と合わせた取り扱いの指針を作成しましたの

で、ご協議をお願いいたします。 

 

反論権の県下他市における実績を教えてください。 

 

事務局が調べた範囲では県内では見当たりませんでした

が、他県では松阪市や別府市が実施している状況です。 

 

反論権には大変疑問があります。それぞれ議員の考えに

市長が反対すること自体がクエスチョンです。 

そういったことがあって他市議会では常識的に考えて取

り入れていないんだと思います。 

 

反論権については、政令指定都市でもほとんどやってお

らず、全国的には進んでいないと思いますので、検討の余
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山田議員 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

山田議員 

 

議会総務課長補

佐 

 

 

 

 

 

藤川議員 

 

 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

花村議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

南谷清司議員 

 

 

 

 

 

地があるのではないかと思います。 

 

反論権なんて普通ありえないと思います。議員は要望事

項が多くあるのに、それに対して根拠と言われたら、何も

言えなくなりますよ。 

 

 要望に対して使えるものではありませんよ。 

 

 ことと次第によってはありえますよね。ないんですか。 

 

反論権は、議員が議員発議によって提出した議案につい

て、執行部側からの反論があるということで、提案や発言

に対して反論があるわけではございません。一般質問でも

ございません。 

議員発議の予算修正案や条例案に対する執行部側からの

質問という形になります。 

 

議案として出す以上、提案者は答えられて当然です。 

ただ、「反論権」という言葉が強すぎます。できれば使っ

ていただきたくない。あくまで提案に対する質問というこ

とで言葉を整理していただきたいです。 

 執行部がもっと詳しく聞きたかっただけなのに反論とし

て扱われてしまうのは不本意だと思います。 

 

この提案「事件」という言葉についてですが、「事件」と

いうのは日頃そんなに使う言葉ではないと思います。 

 

〔「議会用語」と呼ぶ者あり〕 

 

反論権を提案するのは、市長から権利として与えてほし

いという要望があってのことですか。 

 

これは議会改革委員会の提案で、そこで議論した後に議

会運営委員会へ来たという形です。 

 

名称のことは置いておいて、議員発議で案が出てきます。

要望等であれば言葉だけという話もありますが、議員が条

例改正や予算の修正案を出すとなれば、それは市の行政を

これから縛っていく大きな話です。 

ですから、その議論を議会で行い、最終的に私たちが１

票を投じるときには、執行部がこれをどう見ているのかを
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佐藤議員 

 

 

 

議会総務課長 

 

佐藤議員 

 

後藤國弘議長 

 

堀議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

堀議員 

 

野口議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

 

聞きたい。その上で議員として判断をしたいです。 

指針にある「質問等ができる」というのは、趣旨や根拠

の確認、反対意見や建設的な意見を述べることですので、

特に条例等の議員提案に対して執行部側の意見を議場で聞

きたいというのが私の思いです。 

 

政策提案の「決議等」の「等」について確認したいので

すが、請願の提案や国への意見書等もこの政策提案に含ま

れるのでしょうか。 

 

請願は議員発議ではないので入りません。 

 

意見書は入るということですか。 

 

意見書は入ると思います。 

 

松阪市の事例を見てみますと、第２項に「市長等は議員

または委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対

して反論することができる」とあります。これによると、

皆さんが考えているよりもきつい内容を言っていると思い

ます。だから政令指定都市はほとんど反問権に留めている

ところが多いと思います。 

 

〔「松阪市が厳しい内容を条文に謳っていても、羽島市の案

は厳しくないならいいじゃないですか」と呼ぶ者あり〕 

 

羽島市の案に対しての意見をお願いします。 

 

 松阪市と内容が同じということを言っています。 

 

松阪市は反論を認めているけど羽島市にはその文言はな

いから違うんじゃないですか。 

 

松阪市は「反論」を認めていますが、羽島市の場合は「反

論」とは規定しておらず、内容が違います。 

 

議員が執行部に質問したいときは正午までという通告期

限があります。この質問権についても、議員がその場でい

きなり聞かれても難しい場合があると思うので、執行部側

に対しても通告期限が必要ではないかと考えますが、見解

を教えてください。 
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議会総務課長 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

堀議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

南谷佳寛議会運

営委員長 

 

事前に発議の内容を提出していただければ、執行部の提

案議案と同じような形で対応はできると思います。 

ただ、最終日にいきなり上程するということですと、厳

しいと思います。 

 

前々日の正午までに通知するとか、何らかのルールが必

要かと思いますがいかがでしょうか。 

 

発議する内容を前もって執行部に報告いただければ、通

告できると思います。議員と同じようにできると思います。 

内容的に「反論権」と書いてあるので抵抗感があるよう

ですが、まず名称は外したほうがいいと思いますがどうで

しょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

では「反論」という言葉を外して、「議員提案事件への質

問権」という形で進めればいいかと思います。 

 

指針にある「反対の意見」が「反論」になりかねないの

で、これをなくしたらどうかと思います。 

 

採決を行います。反論権を削除して、名称を質問権に変

えた上で、この内容でいいと思う方、挙手をお願いします。 

 

〔挙手多数〕 

 

挙手多数でございますので、「議員提案事件への質問権」

として決定いたします。 

 

「議員または委員の考え方を確認する場合」についてで

すが、委員会が提案する条例について、委員会の考え方を

具体的に誰にどうやって確認するのかよく分かりません。 

 

委員会は委員長が答えるものだと思います。 

次に、会議録署名議員について議会運営委員会から報告

願います。 

 

会議録署名議員の人数について協議し、現在の２名から

３名へ変更することになりました。署名議員は会議中は常
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近藤議員 

 

 

藤川議員 

 

 

 

 

議会総務課長補

佐 

 

藤川議員 

 

 

議会総務課長 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

野口議員 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

 

 

 

時、議席に着いていなければならず、仮に除斥や生理現象

などで離席するとその議員は署名できません。 

現在は２名ですので、離席した場合、議長はすぐに次の

署名議員を指名する必要があります。そこで、不測の事態

に対応できるよう、あらかじめ人数を増やして３名にして

はと考えています。 

なお、３名とする場合、会議規則第 87 条の「２人」を「２

人以上」と改正する必要があります。ご検討願います。 

 

長年議員をやっていますが、何ら問題は起きておりませ

んので、今までどおりでいいと思います。 

 

３名にした場合、１人離席しても追加はしなくなるとい

うことでしょうか。常に２人以上保たなきゃいけないとい

うことですが、規則を３名に変更した場合は、３名をキー

プしなければならなくなるのではないですか。 

 

会議規則上は「２人以上」という表現に変わりますので、

２人いれば大丈夫という規則になります。 

 

事務局に確認したいのですが、署名を集める事務作業の

負担増についてはどうお考えですか。 

 

特に負担はありません。議員が１回書くか２回書くかの

話になると思います。議長、副議長も変わりません。 

 

規則上は「２人以上」ということですが、人数が際限な

く増えていくと大変なので、運用としては「２人以上３人

以下」としたほうがいいと思いますがどうでしょうか。 

 

これから問題が起こるかもしれないので「２人以上」と

いう規則でいいと思います。 

 

それほど議論することではないと思っておりますので、

規則は「２人以上」、運用は３名ということで署名をお願い

いたします。 

最後に、一般質問要旨通告書に質問を多く記載する議員

がいます。議論が活発になることは結構ですが、質問量が

多くて時間内に全部の項目を質問できない事案が見受けら

れました。 

執行部は答弁を考えておりますし、傍聴者も疑問に思わ
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近藤議員 

 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

佐藤議長 

 

 

 

野口議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

議会総務課長 

 

 

 

 

 

れることもございます。なるべく時間内に終了するよう気

を付けていただきたいと思います。 

 

私も今回まとめて質問しましたが、途中で市長が指名し

ていないのに手を挙げて長々と喋られました。質問者だけ

の問題ではなく、執行部側の明快な答弁、例えばイエスか

ノーかの答弁に対して長々と喋られることもあります。そ

の辺りを議長からもしっかりと言ってください。 

 

了解いたしました。 

 

私も執行部の答弁ミスが途中で何回かあり、修正答弁で

時間が経ってしまいました。その間も私の質問時間は進ん

でいくわけですから、間違えないように要望してください。 

 

スポーツ推進まちづくり条例についてです。現在、例規

審査が終わりまして、各担当課に条文内容の照会をかけて

おり、期限は本日までとしております。 

修正等があれば修正しますが、皆様に条例案をお示しす

るのは、12 月 26 日午前中にはタブレットに格納いたしま

す。そのため、12 月 26 日から１月７日まで皆様の質問・

意見の受付とさせていただきたいと思います。 

それ以降のスケジュールとしては１月 16 日から２月 16

日までパブリックコメントを実施します。議会だよりと市

ホームページで実施したいと思いますので、広報広聴委員

会の皆様、よろしくお願いいたします。 

議員発議としては、３月定例会の初日に上程させていた

だきたいと思っております。 

 

質疑が長時間にわたる場合、休憩時間がありません。一

般質問なら１時間に１回ほど休憩しますが、休憩時間の確

保についてお考えをお聞かせください。 

 

適宜考えてやっております。 

 

現在、８時 45 分以降しか庁舎に入れませんが、執行部と

の打合せなどで、８時 30 分から入りたいという意見があり

ましたので、設定を変更し、入室カードで８時 30 分から東

側の入り口から入ることができるようになりました。 

ただ、窓口は職員が準備しておりますので、そちらはご

配慮をお願いいたします。 
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佐藤議員 

 

 

 

 

 

粟津議員 

 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 

佐藤議員 

 

 

川柳議員 

 

 

議会総務課長 

 

 

後藤國弘議長 

 

 

 

 議会だよりに掲載する一般質問の原稿の提出期限は本日

となっておりますので、今日中にお願いいたします。 

 

一般質問における配布資料において、作成者が分からな

い謎の文章が配られると誰が作成したものなのかなと思い

ます。執行部から議長を通じて出てきた書面という話はあ

りましたが、書類の位置付けがよく分かりません。作成者

や入手日を明記していただきたいです。 

 

あの書類は公文書ということらしいのですが、公文書で

あれば宛先や発信元がどこか明示されるべきです。議長に

は届いているのかもしれませんが、私の手元には皆さんに

渡したものしか来ていません。議長の見解をお伺いします。 

 

 私宛に来た公文書になります。 

 

〔「発信元が書いてないと公文書ではない」と呼ぶ者あり〕 

 

議長宛てには来ています。粟津議員には「市長から公文

書でこういう文書が届いております」とお話しして資料を

渡しました。その旨を資料に書いていただければよかった

と思います。 

 

どういった経路でいつ入手したのか資料に書くというこ

とを周知徹底していただきたいと思います。 

 

仮設駐車場ができましたが、議員駐車場の場所の変更が

あるなら分かり次第教えてほしいです。 

 

来庁者駐車場が広くなる予定です。もしかすると来庁者

の中でも一番奥に停めていただく可能性もあります。 

 

それでは、これで全員協議会を終了いたします。 

 

【閉会＝午後２時 44 分】 

 

 


